
 

 

中央教育審議会初等中等教育分科会 

特別支援教育の在り方に関する特別委員会 

論点整理概要 

 

１．インクルーシブ教育システム構築に向けての特別支援教育の方向性につい

て 

○インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の理念とそれに向かってい

く方向性に賛成。 

 

○インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求する

とともに、個別の教育的ニーズのある児童生徒に対して、その時点で教育的

ニーズに最も的確にこたえる指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備す

ることが重要。子ども一人一人の学習権を保障する観点から、通常の学級、

通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多

様な学びの場」を用意しておくことが必要。 

 

○障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶことは、共生社会の形成に

向けて望ましいと考えられる。同じ社会に生きる人間として、お互いを正し

く理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶなど、

個人の価値を尊重する態度や自他の敬愛と協力を重んずる態度を養うことが

期待できる。 

 

○インクルーシブ教育システム構築に向けての今後の進め方については、短期

と中長期に整理し段階的に実施していくことが必要。 

 

 

２．就学相談・就学先決定の在り方について 

○一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保障する就学先を決定するため、ま

た、本人・保護者、学校、教育委員会が円滑に合意形成を図るため、医療や

福祉の関係部局等との連携を図りながら、障害のある子どもの教育相談・支

援を乳幼児期を含め早期から行うことが必要。 

 

○就学基準に該当する障害のある子どもは、特別支援学校に原則就学するとい

う従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本

人・保護者の意見、専門家の意見等を踏まえた総合的な観点から就学先を決

定する仕組みとすることが適当。その際、本人・保護者に対し十分情報提供

をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と教育委員会、

学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則と

し、最終的には市町村教育委員会が決定。本人・保護者と教育委員会、学校

等の意見が一致しない場合の調整の仕組みについて、今後、検討していくこ

とが必要。 



 

 

○就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中

で、柔軟に就学先の見直しを図り適切な支援を行っていくことが適当。 

 

○市町村教育委員会は、障害のある子ども本人・保護者に対して十分な相談・

情報提供ができる体制を整備することが必要。その支援のために都道府県教

育委員会は、専門的な相談・助言機能を充実・強化することが必要。 

 

 

３．インクルーシブ教育システムを推進するための人的・物的な環境整備につ

いて 

○発達障害も含め、特別支援教育の更なる充実のため、現場での意識改革、指

導方法の充実、人的・物的な環境整備等が必要。 

 

○合理的配慮については、ソフト・ハードの両面が必要であり、今後、障害種

別の内容も含めて一層の検討が必要。 

 

○特別支援学校と幼稚園、保育所、認定こども園、小・中・高等学校等との間

で行われる交流及び共同学習を一層推進するとともに、例えば、居住する地

域の小・中学校に副次的な学籍を持たせるなど一層の工夫が必要。 

 

○特別支援学校のセンター的機能を一層活用することが必要。 

 

 

４．教職員の確保及び専門性向上のための方策について 

○インクルーシブ教育システムの構築のため、教職員の確保や教員の専門性の

向上を図るための具体的方策として、大学での教員養成の在り方、管理職を

含めた現職教職員の研修体系、採用・配置などについて、今後検討していく

ことが必要。 


